
その他の留意事項



事業所指定・加算算定の届出について



指定申請時の留意事項

•現行の通所型サービスA、令和８年４月から実施する「通常型通所サービス・

活動A」

緩和した基準による通所型サービス（定率）

•令和８年４月から実施する「短期集中型通所サービス・活動A」

緩和した基準による通所型サービス（定額）



●現在、通所型サービスAの指定を受けていない事業所
●新たに短期集中型サービス・活動Aの指定を受ける事業所

•新規指定を受ける際に使用する「指定申請書」（別紙様式第三号（四））と

「通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項」（付表第三号（二））を

提出する



指定申請書



現在、通所型サービスAの指定を受け、新たに短期集中型
通所サービスの指定を受けるとき 「指定申請書」（別紙様式第三号（四））



現在、従前相当サービスのみ指定を受けているため、新たに通所
型サービスA、短期集中型通所サービスの指定を受けるとき

「指定申請書」（別紙様式第三号（四））



通所型サービス事業所の指定に係る記載事項





加算の届出について

•介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関す

る届出書〈指定事業者用〉（別紙50）

•介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一

覧（別紙１－４）

※サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１４－７）



提出書類

• 新たに（通常型・短期集中型）サービス・活動Aの指定を受ける場合

「指定申請書」「通所型サービス事業所の指定等に係る記載

事項」「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体

制等に関する届出書」「介護予防・日常生活支援総合事業

費算定に係る体制等状況一覧」「誓約書」
• すでに通所型サービスAの指定を受けており、短期集中型サービス・活動Aの指定を受けない場

合

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関

する届出書」「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係

る体制等状況一覧」



定員についての考え方



通所介護と総合事業の定員の考え方

〇通所介護とサービス・活動Aの合計の定員が18人の場合（常時、通所介護の定員が11名以上）

• 合計の利用者数が15人以下 ⇒ 介護職員１人

• 合計の利用者数が16人以上 ⇒ 介護職員２人

（例）通所13人、サービス活動A５人の場合、常勤換算1.3人

〇通所介護の定員を10人、サービス・活動Aの定員を５人の場合

• 合計の利用者数にかかわらず介護職員 ⇒ １人

• 看護職員は配置義務なし



通所介護と総合事業の定員の考え方

〇通所介護の定員を10人、サービス・活動Aの定員を15人の場合

• 合計の利用者数が16人以上 ⇒ 介護職員２人

（例）通所10人、サービス活動A14人の場合、常勤換算1.9人

• 看護職員の配置義務なし

〇通所介護の定員が15人でサービス・活動Aとの合計の定員が20人の場合

• 通所12人、サービス・活動A３人 ⇒ 介護職員１人

• 通所12人、サービス・活動A５人 ⇒ 介護職員２人（常勤換算1.2人）

• 通所15人、サービス・活動A５人 ⇒ 介護職員２人（常勤換算1.5人）



ご清聴ありがとうございました
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